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（
財
政
金
融
委
員
会
）

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
現
下
の
経
済
・
財
政
状
況
等
を
踏
ま
え
、
持
続
的
な
経
済
社
会
の
活
性
化
を
実
現
す
る
た
め
の
あ
る
べ
き
税

制
の
構
築
に
向
け
、
減
価
償
却
制
度
、
中
小
企
業
関
係
税
制
、
住
宅
・
土
地
税
制
、
組
織
再
編
税
制
・
信
託
税
制
、
納
税
環
境

整
備
等
に
つ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
減
価
償
却
制
度

１

新
規
取
得
資
産
（
取
得
が
平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
後
の
も
の
）
に
つ
い
て
は
、
償
却
可
能
限
度
額
（
取
得
価
額
の
九

十
五
％
）
及
び
残
存
価
額
を
廃
止
し
、
耐
用
年
数
経
過
時
点
に
一
円
（
備
忘
価
額
）
ま
で
の
償
却
を
認
め
る
と
と
も
に
、

二
百
五
十
％
定
率
法
（
償
却
率
を
定
額
法
の
二
・
五
倍
で
計
算
し
、
償
却
費
が
一
定
の
金
額
を
下
回
る
事
業
年
度
以
降
は

残
存
年
数
に
よ
る
均
等
償
却
に
切
り
替
え
る
償
却
方
法
）
を
導
入
す
る
。

（

）

、

、

２

既
存
資
産

取
得
が
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
も
の

に
つ
い
て
は

償
却
可
能
限
度
額
ま
で
償
却
し
た
後

五
年
間
で
一
円
ま
で
均
等
償
却
を
認
め
る
。

二
、
中
小
企
業
関
係
税
制
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１

同
族
会
社
の
留
保
金
課
税
制
度
の
適
用
対
象
か
ら
、
中
小
企
業
（
資
本
金
等
一
億
円
以
下
）
を
除
外
す
る
。

２

相
続
時
精
算
課
税
制
度
に
つ
い
て
、
取
引
相
場
の
な
い
株
式
等
の
贈
与
の
場
合
の
特
例
（
親
の
贈
与
者
年
齢
の
要
件
を

六
十
五
歳
以
上
か
ら
六
十
歳
以
上
へ
の
引
下
げ
、
二
千
五
百
万
円
の
非
課
税
枠
を
三
千
万
円
に
引
上
げ
）
を
創
設
す
る
。

３

エ
ン
ジ
ェ
ル
税
制
（
譲
渡
益
に
対
す
る
二
分
の
一
課
税
の
特
例
）
の
適
用
期
限
を
二
年
延
長
す
る
。

三
、
住
宅
・
土
地
税
制

１

税
源
移
譲
に
対
応
し
て
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
効
果
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
の
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
制
度
と
の
選
択
制
の

下
、
最
高
控
除
額
（
平
成
十
九
年
居
住
分
二
百
万
円
、
平
成
二
十
年
居
住
分
百
六
十
万
円
）
を
維
持
し
つ
つ
、
控
除
期
間

を
十
年
か
ら
十
五
年
へ
延
長
す
る
特
例
を
創
設
す
る
。

２

住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
促
進
税
制
（
住
宅
ロ
ー
ン
残
高
の
一
定
割
合
を
五
年
間
税
額
控
除
）
を
創
設
す
る
。

四
、
組
織
再
編
税
制
・
信
託
税
制

１

組
織
再
編
税
制
に
つ
い
て
、
会
社
法
に
お
け
る
合
併
等
対
価
の
柔
軟
化
（
三
角
合
併
等
）
に
伴
い
、
親
会
社
株
式
を
対

価
と
し
て
交
付
す
る
場
合
に
も
課
税
の
繰
延
べ
を
認
め
る
な
ど
適
格
合
併
の
要
件
を
見
直
す
と
と
も
に
、
国
際
的
な
租
税

回
避
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
。
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２

信
託
税
制
に
つ
い
て
、
信
託
法
の
改
正
に
よ
る
新
た
な
類
型
の
信
託
等
に
対
応
し
た
税
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
受

託
者
段
階
で
の
法
人
課
税
を
行
う
等
租
税
回
避
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
。

五
、
納
税
環
境
整
備

１

電
子
証
明
書
を
取
得
し
た
個
人
の
電
子
申
告
に
係
る
所
得
税
の
税
額
控
除
制
度
（
限
度
額
五
千
円
）
を
創
設
す
る
。

２

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ス
ト
ア
で
納
税
で
き
る
制
度
を
創
設
す
る
。

六
、
そ
の
他

１

個
人
の
寄
附
金
控
除
の
控
除
対
象
限
度
額
を
総
所
得
金
額
等
の
三
十
％
か
ら
四
十
％
へ
引
き
上
げ
る
。

２

再
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
寄
附
金
税
制
を
創
設
す
る
。

３

企
業
の
子
育
て
支
援
に
係
る
特
例
（
事
業
所
内
託
児
施
設
の
割
増
償
却
制
度
）
を
創
設
す
る
。

４

地
域
産
業
活
性
化
支
援
税
制
（
企
業
立
地
計
画
に
従
い
取
得
し
た
機
械
装
置
等
の
特
別
償
却
制
度
）
を
創
設
す
る
。

５

移
転
価
格
税
制
に
つ
い
て
、
企
業
の
二
重
課
税
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
租
税
条
約
の
相
手
国
と
の
相
互
協
議
に
係

る
納
税
猶
予
制
度
を
創
設
す
る
。

６

租
税
条
約
の
相
手
国
の
社
会
保
障
制
度
の
下
で
支
払
わ
れ
る
社
会
保
険
料
に
つ
い
て
、
一
定
金
額
を
限
度
に
所
得
控
除
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を
認
め
る
。

７

上
場
株
式
等
の
配
当
及
び
譲
渡
益
に
係
る
軽
減
税
率
の
特
例
（
本
則
二
十
％
を
十
％
に
軽
減
）
に
つ
い
て
、
適
用
期
限

を
一
年
延
長
す
る
。

８

農
用
地
利
用
集
積
準
備
金
制
度
の
廃
止
等
既
存
の
租
税
特
別
措
置
の
整
理
合
理
化
を
行
う
と
と
も
に
、
住
宅
用
家
屋
に

係
る
所
有
権
の
移
転
登
記
に
対
す
る
登
録
免
許
税
の
特
例
等
の
期
限
の
到
来
す
る
特
別
措
置
に
つ
い
て
、
実
情
に
応
じ
適

用
期
限
を
延
長
す
る
な
ど
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。

七
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
施
行
に
伴
う
平
成
十
九
年
度
の
租
税
減
収
見
込
額
は
、
約
四
千
五
十
億
円
で
あ
る
。


